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いままで言えなかった本音の講演会 ～ 偽りのない日常診療の話 ～
Real intention seminar ～ heart-to-heart talk with common disease ～
関内新井ホール　原則　開催日ならびに時間　土曜15時～18時　　会費　1000円

最適な診療の選択のためには、最適な治療法の検討が必要である。製薬業界の最近の動向をみる限り、社会に対する信頼や
責任に応えていくために、行動する視点が抜け落ちている。
医薬品のプロモーションに関する規制が強化された。かつては製薬企業の医師に対する行き過ぎた営業活動があったことは
事実であり、その適正化は必要である。しかし医薬品情報の提供を巡っては、製薬業界が定めた自主規制が過剰となり、そ
のことが各製薬企業の萎縮を招き、必要な情報までが医師に届かなくなっているのが現状である。
そこには、「広告」と「情報」を混同しており、混同せずに分けて考えるべきであろう。広告という情報を自社の営業の中
で主流におき、偏向した解釈を提示していたのは製薬会社自体である。製薬企業の行う講演会は、医療の情報提供の場では
なく、プロモーションの場としていたことで、そこで使用される講師のスライドをもプロモーションの資材と考え、業界
ルールとして講演内容をはじめスライド等の事前介入を行ってきたのであろう。
神奈川県内科医学会と神奈川県保険医協会は、適正な薬剤情報と医療情報をわきまえて、講演会・研究会を構築すべきであ
ると製薬業界に建設的な対応を求めていたが、医薬品のプロモーションに関する規制の概念から脱しきれない製薬業界は、
新たな概念での講演会の設立に関しても明快な返答が得られないまま今日を迎えた。
今後も講演会の開催に当たって、製薬企業が講師の講演内容に関して事前介入を行い、その理由をコード・オブ・プラク
ティスに基づくプロモーションコードに抵触するなどということ主張するのであれば、その講演会は正しく広告講演会であ
るということを証明するようなものである。あくまで神奈川県内科医学会と神奈川県保険医協会はあくまで真の学術講演会
を目指す。
ただし製薬企業との共催の可能性がある。その時には、製薬企業のプロモーションコードの適応は認めない。事前スライ
ド・チェックも認めない。講演時に謝礼金は不要という医師や学者も存在する。今後すべての領域についての講演会におい
ても、企業の宣伝工作にかかわらない本来の姿である自由闊達な講演を企画することが趣旨であることを理解していただき
たい。しかしながら、薬剤処方や医療行為に関して、保険診療の範囲を逸脱した用い方を話すときは、演者はその責任所在
を明確とするのは当然である。
神奈川県保険医協会と神奈川県内科医学会で成立した新しい講演会組織名義の通帳を作り、このような趣旨の講演会に賛同
した製薬企業からの協賛金は振り込みを可能とする。
神奈川県内科医学会と神奈川県保険医協会は、合同講演会の名称、開催目的、趣旨等をメディファックス、日経メィデカ
ル・メディカルトリビューン・m3・医事新報社等と情報を共有し、本合同組織の開催・運営費用を捻出するため、医学医
療情報媒体企業に各講演会の要旨の配信を許可することに対して対価を求めることとする。
製薬企業は従来のコンプライアンス（Compliance）部門を改変して、エシックス＆コンプライアンス（Ethics＆
Compliance）部門を設ける企業もある。コンプライアンスを直訳すると「法令遵守」という意味になることは周知のこと
である。もはやどの企業でも重要視されているコンプライアンスであるが、法令だけではなく、社会的規範などの遵守も求
められていることも当然のことである。一方で、エシックスとは、倫理である。何が正しいのか、ということを考え、それ
に基づき行動できる心を示す文言である。
大切なのは、ビジョンからつながることであり、企業の社会的責任を全うすることである。コンプライアンスを強化し、そ
のマニュアルを提示するだけでは実際に結果に結びつかない。コンプライアンス以上に重要となるのが、エシックスプログ
ラムだからである。倫理ということをしっかり企業が取り組んでいかないと、社会的責任という概念に結びつきにくい。
企業の市民に対する活動の実践アプローチとしてのボランティア活動への支援などが含まれる言いながら、製薬企業に市民
公開講座の協力を求めても、労務提供を盾に非協力的な姿勢を固持する。「製薬企業として、社会に対する責任を果たし、
云々」と経営哲学や経営理念を掲げている文を見るたびに、その言行不一致に残念な思いが募るばかりである。そのような
中で公正競争規約の労務提供の拡大解釈の元、適正な社会貢献や社会責任さえも禁止するなどの考え方は改めるべきと考え
る。そこにはエシックス（倫理）を感じない。
欧米ではビジネスエシックスが先行し、法的整備（Sarbanes-Oxley Act）を行ってきた。その後、その法の順守（コンプ
ライアンス）が企業の社会的責任（CSR: corporate social responsibility）の内実となった。CSRとは、事業活動を行なう
だけでなく、人権やコンプライアンスの遵守、環境問題への配慮、地域社会との共存・貢献といった企業が果たすべき社会
的責任である。企業の存在意義が問われるなかで必然的に生じてきた行為である。製薬企業の倫理観が一般社会の倫理観と
同じになるためには、企業の利益は企業の生産活動の上に成り立っていて、その生産活動は企業のコンプライアンスの上に
成り立っていて、その土台はエシックスの上に成り立っていると言うことを理解しなくてはならない。企業というものは倫
理的な価値観に立脚した社会貢献・社会責任を考えなくてはならない。



  

我々の講演会は人を診るという医療におけるさまざまな事象を明らかにし、それを検討する会である。一見不都合と思える臨
床上の出来事を、多様性の中でどのように的確に取り扱うことができるかを考える会であろう。そこには薬剤のみではない、
人という臨床情報が重要となることを忘れてはならない。今回の講演会は、出席者に専門的情報を提供する学術的なものと考
え、製薬企業の行う講演会のように演者に対する検閲に等しい介入はない。
学術的情報は、偏りなく公平に提供することや中傷・誹謗しないなどの事象は当然ながら厳守しなければならないが、区別は
当然ながら存在する医療情報である。効能・効果、用法・用量等の情報も的確に行われるべきである。しかしながらこの場は
プロモーションではない。医療の本質を考慮した講演会である。演者自身も自らの責任において医療学の見地から講演すべき
であり、聴衆においてもこの本質を理解し参加すべき志の高い講演会である。
病を治すための人類のあらゆる分野における知識や経験を集大成した臨床現場における隠し事のない医学ならびに医療のため
の講演会を考えた。
神奈川県内科医学会と神奈川県保険医協会は、新たな時代の医療情報の医療者への提供を提唱したい。

詳細に関しては次のように考える。

関内新井ホールで原則開催日ならびに時間は、土曜日の15時～18時の範囲内で行う。開催予定日は、3/23・5/25・6/22・
7/20・7/27・9/28・11/16を考えている。

3/23は呼吸器疾患を中心に講演会を作り上げたい。その後、肝疾患(NASH, NAFLD)・リウマチ膠原病領域については講演を
考えたい。ただし、「糖尿病対策委員会」「肝・消化器疾患対策委員会」「認知症対策委員会」「高血圧・腎疾患対策委員
会」「呼吸器疾患対策委員会」「心臓血管病対策委員会」「リウマチ・膠原病対策委員会」「禁煙推進委員会」「医薬品評価
検討委員会」「在宅医療委員会」「健康長寿社会を目指す委員会」「メディカルコミュニケーション委員会」の中で、縦糸横
糸の関連から複数の委員会による講演会を考えていきたい。

いずれの講師についても内科医学会の会員であり、講師謝礼金は不要。ただし交通費はお渡しする。原則スポンサーなしで開
催し、本音の講演を企画する。会費として1000円を徴収すれば、100人参加すれば、10万円の収入となり、関内新井ホールで
開催しても会場費12万5千円、演者支払を1万円としても収支は計算できる。
高血圧については武田、第一三共、高脂血症についてはアステラスが共催の可能性がある。ただし、企業のプロモーション
コードの適応は認めない。事前スライド・チェックも認めない。高血圧学会の著名な医師も謝礼金は不要という学者もいる。
高血圧、高脂血症だけでなく、今後すべての領域についての講演会も同様の扱いとする。その趣旨は企業の宣伝工作にかかわ
らない本来の自由な講演を企画するためである。ただ、薬剤の処方、医療行為に関して、保険診療の範囲を逸脱した用い方を
話すときは、その責任所在を明確とする。

神奈川県内科医学会と神奈川県保険医協会で成立した新しい講演会組織名義の通帳を作り、さまざまな組織からの協賛金は振
り込みを可能とする。この問題は両者の金銭関係にかかわる問題であるから、今後更なる整備が必要である。考え方としては
両組織の本体に金銭的な影響を及ぼさない仕組みを作る。
講演会参加募集は神奈川県保険医協会のFAXを利用する。よって神奈川県保険医協会の研究部会・理事会の承認が必要とな
る。神奈川県保険医協会研究部での合同講演会の話をする場合、宮川政昭を招聘する。同様に内科医学会で同様の案件の場
合、森壽生を招聘する。

来年1月を目途に神奈川県内科医学会と神奈川県保険医協会合同講演会の名称、開催目的、趣旨を発表し、メディファックス、
日経メィデカル・メディカルトリビューン・m3・医事新報社等に連絡して合同発表する。また、本合同組織の開催・運営費用
を捻出するため、医学医療情報媒体企業に各講演会の要旨の配信を許可する対価を求める。

事務局として、ゴールデンチャイルドを考える。（ほとんどの業務は神奈川県内科医学会と神奈川県保険医協会が事務局とし
て行う）


